
 

 

２０１９年１月３１日発行 会報第９５９号 

今週のプログラム 

（２０１９年１月３１日 第９５９回例会） 

        

  卓話 「モルディブについて」 

 

担当；野 﨑 元 子 会員 

次週のプログラム 

（２０１９年２月７日 第９６０回例会） 

       

卓話 「広瀬中佐の話」  

『坂の上の雲』より 

 担当；西 本 明 文 会員 

第９５８回例会（２０１９年１月２４日）の記録 

＜会長の時間＞                 藤田 芳浩会長 

 

皆様 こんばんは、お元気でございますか？さてロータリーの例会活動は会報によって記録・周知され

ます。各ロータリークラブの会報の形式は様々ですが、必ず記録報告されていますのが「出席報告」 

だと思います。私は特に数字に執着は有りませんが、出席率は高い方が最終的には現況にも掲載されま

すので望ましいなと思います。しかし、御存じのように昨年来よりインフルエンザが大流行している 

昨今の状況ですと当然ながらホームクラブ出席も影響を受けます、出席したくても外出禁止となりま

すので出席できません。実際私の家族も先週の土曜日熱が高かったので、かかりつけの内科医院に連れ

て行きますと陽性でして 3日間外出禁止となりました。私がもし感染していましたら本日は、例会への 

出席が出来なかったと思います。マスコミでも連日報道されていますが、日本列島全域で警報レベルの

状態です。国立感染症研究所の HPでは、2019年第 2週（1月 7日～13日）では、患者報告数は、190,527

となり、この 1週間に受診した患者数は推計約 163.5万人と急増しているようです。終息する気配があ

りませんので、患者数はまだまだ増えるのではと憂慮しています。「インフルエンザ」に感染しますと

本当に行動が制限されますし、自分だけではなく周りにも影響を与えます。皆様 体調管理と感染予防

にご配慮下さい。さてロータリークラブの出席率は、最終的には修正出席率が記録されます。これは、

ご承知のように様々な形での「メイクアップ」により出席が認められるので、これを加算して計算され

ます。従って「メイクアップ」は重要な行動と考えられています。従来からメイクアップの規定があり

国際大会・地区大会・地区協議会・ＩＭ・各委員長会議・クラブ内の理事会等及び他クラブでの例会出

席が、有効期間と共に出席数に換算できる事が明記されています。そこでこれに加えて先週「会長の時

間」で紹介いたしました「Ｅクラブ」への「メイクアップ」が有効ではないかと思いました。インター

ネットで確認しましたところ 11のＥクラブが活動しているようです、リストもありますので実際に 

ウェブ上から参加して「メイクアップ」をしてみようと思います。再度、手順及び内容を確認しました

ら、皆様にもご報告してみたいと思います。 

 

 

 



＜お客様＞  無し 

  

 

＜出席報告＞      西本明文出席担当 

 

会員数（内出席免除会員 1 名）    20 名 

本日の出席者数（内免除会員 1 名）  14 名 

              （内名誉会員 0 名）     

本日の出席率            70.00％ 

前々回 1月 10日の修正出席率    94.74％ 

 

 

 

＜ロータリーソング＞       全会員 

♪日も風も星も♪  

 

＜ピアノ演奏＞      近藤美里さん 

♪Will You Dance？ 

♪「タンゴ 四季より」  ピアソラ 

秋・冬 

 

＜幹事報告＞                                              水島 洋 幹事  

 

1 .第 13 回米山功労クラブの感謝状が届きましたのでご披露致します。 

2 .20 周年記念誌を当日式典出席者全員に送付致しました所, 光岡晴子様、長谷川靖彦前会員 

からお礼のＦＡＸと電話を頂きました。 

３.IＭロータリーデーヘの出欠回覧表にまだご記入でない方はご記入下さい。 

４.本日例会終了後おしどりの間にてアセンブリーを開催致します。 

各委員長はご出席下さい。 

【1 月 17 日理事会の報告】 

議題①２０周年記念誌発刊／部数１００部 来賓、会員への配布部数８０部 

議題②山本加奈子さんより歯ブラシ支援の要請 山本加奈子さんより歯ブラシ支援の要請があ

ったので、会員各位に呼びかけをすることとした。1/22 にメール送信済み 

議題③ＩＭ６組大阪フレンドＲＣ創立２０周年記念講演会、式典への案内があったが、 

藤田会長・水島幹事とも日本バネエ業会の行事参加のため欠席とする。 

議題④ＩＭ２組高槻西ＲＣ創立３０周年記念式典が３月２８日木曜日に開催される。 

（ホテルグランビア大阪１７：００より） 

   当日は千里メイプルＲＣの例会日と重なるが、会長１名が出席予定。 

議題⑤クリスマス例会の決算は、収入￥４９５,０００円、支出￥５２３,９４７円で 

若干の持ち出しであった。 

 

【財団特別寄付表彰】 編集後記の欄をご覧下さい。 



    
            今年から施行  相続法の改正      松田親男 会員 

相続法は昭和 55 年の妻の相続分の改正以後、さしたる改正もありませんでした。 

今回の改正のきっかけは、⑴最高裁平成 25 年に出た非嫡出子は嫡出子の 1/2 という条

文は違憲との判決。⑵社会情勢の変化（少子高齢化、相続開始時の配偶者高年齢化）。

今日は①相続の時の配偶者の保護 ②遺留分制度の見直し ③死亡後の預貯金の引き

出し ④自筆証書遺言の方式緩和  ⑤介護看護者の保護について説明します。 

改正相続法の施行日は原則平成 31 年 7 月 1 日からですが、次の例外があります 

⑴ 自筆証書遺言の方式緩和→平成 31 年 1 月 13 日から（もう始まっています） 

⑵ 配偶者の居住の権利に関する規定→平成 32 年 4 月 1 日から 

⑶ 遺言保管制度 平成 32 年 7 月 10 日から  

以下は卓話の時に使った図です（法務省ホームページから引用） 

 

（① 配偶者居住権）    （①配偶者短期居住権）（①長期間婚姻夫婦の居住用不動産の譲渡）

 

（② 遺留分１）        （②遺留分２）     （③預貯金の仮払制度）  

 

④自筆証書遺言の方式緩和    （⑤介護看護者の保護）   （⑥自筆証書遺言の保管制度）   

 



 

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞ 

【財団特別寄付表彰 マルチプルポールハリスフェロー】 

第２回 木下𠮷宏会員   第６回  西本明文会員 

第８回 藤田芳浩会長   第８回  黒川彰夫会員        （文責：松田親男） 

 

 

 

＜SAA 報告＞                            岸上和典 SAA 

※スマイルボックス 

黒川会員     大坂なおみはスゴイ!! 

西本（詩）会員  あれこれ新年会で忙しい一月でした。 

西本（明）会員、山下会員  コメントなし 

 

※ロータリー財団 

藤田会長     本日アッセンブリー 皆様宜しくお願いします。 

水本会員     大坂 強い!! ナオミ全豪優勝だ。 

黒川会員     春はまだまだ!! 

山下会員     コメントなし 

 

※米山記念奨学会 

黒川会員     インフルエンザに御注意 

西本（明）会員、相原会員、山下会員  コメントなし 

 

※ラオス基金 

藤田会長     ラオスにはインフルエンザは無いのでしょうね。 

西本（詩）会員  お正月の花 梅が咲き、きれいです。 

黒川会員     ラオスは暑いのかな？  

山下会員     コメントなし 

 

※メイプル基金 

藤田会長     松田会員 卓話宜しくお願いします。 

黒川会員     オー!! 寒いです!! 

水島幹事     松田会員 卓話宜しくお願いします。 

山本（友）会員  大坂なおみちゃん、おめでとう 決勝進出 

松田会員     卓話です。よろしく。 

山田会員     松田先生。卓話楽しみにしています。 

村田会員     松田会員 卓話楽しみです。 

西本（明）会員  寒中 おみまい 

西本（詩）会員  インフルエンザが流行しています。 

山下会員     コメントなし 

 

 

 

 

 


